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国民年金
だより
問い合わせ先
保険年金課

1（40）5558

平
成
19
年
度
の

年
金
額
に
つ
い
て

1
月
26
日
、
総
務
省
よ
り
、
平

成
18
年
平
均
の
全
国
消
費
物
価
指
数

（
生
鮮
食
品
を
含
む
総
合
指
数
）
の

前
年
度
比
変
動
率
が
プ
ラ
ス
0.3
％

と
な
っ
た
旨
発
表
さ
れ
ま
し
た
。

一
方
、
対
前
年
度
比
名
目
手
取

り
賃
金
変
動
率
（
平
成
15
年
度
か

ら
平
成
17
年
度
の
実
質
賃
金
変
動

率
を
基
に
算
出
）
が
0.0
％
と
な
り

ま
し
た
。
物
価
変
動
率
が
名
目
手

取
り
賃
金
変
動
率
を
上
回
り
、
か

つ
、
対
前
年
度
比
名
目
手
取
り
賃

金
変
動
率
が
マ
イ
ナ
ス
と
な
ら
な

い
場
合
は
、
年
金
額
は
名
目
手
取

り
賃
金
変
動
率
で
改
定
す
る
こ
と

が
法
律
で
定
め
ら
れ
て
お
り
、
平

成
19
年
度
の
年
金
額
に
つ
い
て
は
、

平
成
18
年
度
と
同
額
に
な
り
ま
す
。

（
注
）
厚
生
年
金
は
、
夫
が
平
均
的

収
入
（
平
均
標
準
報
酬
36
万
円
）

で
40
年
間
就
業
し
、
妻
が
そ
の
期

間
す
べ
て
専
業
主
婦
で
あ
っ
た
世

帯
の
新
規
裁
定
の
給
付
水
準

〈
参
考
1
〉
新
し
い
年
金
額
は
平
成

19
年
4
月
分
か
ら
適
用
さ
れ
、
受

給
者
に
は
6
月
に
支
給
さ
れ
る
。

（
4
月
及
び
5
月
の
2
か
月
分
支
給
）

〈
参
考
2
〉
平
成
16
年
改
正
で
導
入

さ
れ
た
マ
ク
ロ
経
済
ス
ラ
イ
ド
に

よ
る
調
整
に
つ
い
て
は
物
価
ス
ラ

イ
ド
特
例
措
置
に
よ
る
物
価
下
落

率
の
累
積
分
（
1.7
％
）
が
解
消
さ

れ
た
後
に
開
始
さ
れ
る
こ
と
と
さ

れ
て
お
り
、
平
成
19
年
に
お
い
て

は
行
わ
れ
な
い
。

国民年金保険料納付相談窓口開設のご案内
栃木社会保険事務所職員が出張して、国民年金保険料の領収及び相談を行います。
対象者には後日、栃木社会保険事務所から通知があります。
●日　時 4月25日（水） 午前10時～午後5時
●場　所 下野市国分寺公民館第1研修室

保険年金課 140－5558問い合わせ先

国民年金保険料納付相談窓口開設のご案内

《平成19年度 国民年金保険料 納入額早見表》
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年金生活情報年金生活情報

■年金の支払い、新規年金受給者の裁定、年金受給者の諸変更処理
○定時払い【12月15日（金）】 金額：6兆2,164億円　（前年同月の実績　6兆666億円）

件数：3,797万件　（前年同月の実績　3,714万件）
年6回の支払のうち12月支払分（平成18年10月・11月の2か月分）
〈参　考〉東京都一般会計歳入歳出予算額　平成18年度（2006年度）6兆1,720億円（東京都HPより）

○新規の年金受給者【平成18年10月、11月新規裁定者…新法厚生年金、基礎年金】
老齢年金：283,919人 （前年同月：210,044人） 障害年金： 16,164人 （前年同月： 13,586人）
遺族年金： 48,090人 （前年同月： 41,638人）

○失権の年金受給者
老齢年金：137,813人 （前年同月：125,303人） 障害年金： 8,818人 （前年同月： 8,087人）
遺族年金： 21,617人 （前年同月： 18,837人） ※　死亡、障害等級不該当、18歳到達等による失権

○年金額の変更が行われた年金受給者（主たるもの）
●年金の選択（2以上年金）･･･2つ以上の年金が受けられるようになったときの処理

74,734件（H18年10月：34,141件、H18年11月：40,593件）（前年同月の実績：55,554件）
●加給年金額の支給・停止

6,338件（H18年10月：2,866件、H18年11月：3,472件）（前年同月の実績：16,347件）
※ 本年の件数は、届書に基づいて処理した件数であり、17年10月から自動処理化したものは含んでい

ない。新たに加給年金額が加算されるようになったとき、加給年金額の対象者が死亡、離縁等により
加給年金額が停止されるようになったときの処理

●雇用保険との調整･･･年金受給権者が雇用保険法による基本手当、高年齢雇用継続給付等を受ける場合の処理
43,625件（H18年10月：18,744件、H18年11月：24,881件）（前年同月の実績：40,135件）

●生存確認（現況届）･･･年1回（誕生月）、引き続き年金を受ける権利があるかどうかの確認を行うための処理
4,276,442件（H18年10月：2,105,805件、H18年11月：2,170,637件）（前年同月の実績：4,228,256件）

■年金相談（中央年金相談室）
○年金電話相談件数 11月…152,308件（前年同月の実績：149,883件）12月…118,587件（前年同月の実績：111,548件）

※　主に受給者からの年金相談〔10570-07-1165（年金受給者用）〕
■年金記録の情報提供
○裁定請求書の事前送付 （封書） 送付件数（17年10月より実施） 11月…144,047件　　12月…154,082件

※ 年金支給開始年齢（60歳及び65歳）到達をもって受給権が発生する方に、氏名、生年月日及び年金加
入記録等をあらかじめ記載した裁定請求書を到達月の3か月前に送付しています。

○裁定請求書のご案内（はがき） 送付件数（17年10月より実施） 11月…29,085件　　　12月…31,502件
※　60歳到達後に受給権が発生する方に、60歳到達月の3か月前に送付しています。

○年金加入期間の確認のご案内（はがき）送付件数（17年10月より実施） 11月…25,895件　12月…27,913件
※ 社会保険庁で管理している年金加入記録のみでは受給資格が確認できない方に、年金加入期間の確認

を促すご案内を60歳到達月の3か月前に送付しています。
○年金加入記録のお知らせ（封書） 送付件数 11月…172,018件　　　12月…172,075件

※　58歳到達者に到達月の翌々月に送付しています。
※ これまで送付対象としていなかった「受給資格（期間要件）が確認できない方」についても、18年3

月送付分より新たに送付しています。
○年金見込額のお知らせ（封書） 送付件数 11月…98,200件　　　12月…86,396件

※ 「年金加入記録のお知らせ」を送付した方のうち、年金見込額の通知を希望された方に送付していま
す。

○インターネットを活用した年金個人情報の提供サービス（18年3月より実施）
ユーザーID・パスワードの申込件数　　11月…28,787件　　　12月…10,600件
ユーザーID・パスワードの発行件数　　11月…25,385件　　　12月…10,606件
※ 被保険者が社会保険庁ホームページからユーザーID・パスワード等を入力しログインすることにより

年金加入記録がいつでも閲覧可能です。

社会保険庁は、年金受給者のサービス情報等について、定期的（2か月に1回）に年金生活情報とし
て発信することを通じ、より一層のサービス向上に努めることとしています。
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国保に加入しなければならないのに、届け出が遅れると、保険料（税）をさか
のぼって納めることになります。例えば、4月に国保・年金に加入する資格ができ
たにもかかわらず10月に届け出た場合、4月分までさかのぼって保険料（税）を

納めることになります。

国保の資格がなくなったのに、脱退の届け出が遅れると、ついうっかり国保の
保険証を使って診療を受けてしまうことがあります。この場合は国保が負担した
医療費をあとで返さなければなりません。

保険年金課 140－5558問い合わせ先

脱退の届出が
遅れると・・・

加入の届出が
遅れると・・・

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~




